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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象の三次元管状組織の、種々の異なる投影方向から取得された複数の二次元投影
画像から、該三次元管状組織を三次元モデリングするための方法であって、
　ａ）前記二次元投影画像から三次元画像を再構成する工程と、
　ｂ）前記管状組織内に位置する、前記三次元画像内の少なくとも１つの三次元中心線点
を選択する工程と、
　ｃ）前記三次元画像内の、前記管状組織の他の三次元中心線点をセグメンテーションす
る工程と、
　ｄ）前記三次元画像内においてセグメンテーションされた前記三次元中心線点を、前記
二次元投影画像内へと順投影する工程と、
　ｅ）投影された前記三次元中心線点に基づいて、前記二次元投影画像内において、前記
管状組織の境界点を特定する工程と、
　ｆ）前記境界点を、前記二次元投影画像から前記三次元画像内へと逆投影する工程とを
含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記工程ｂにおいて、前記管状組織内の三次元中心線の、１つの始点と１つの終点とが
少なくとも選択されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記三次元画像が、低解像度で再構成されることを特徴とする請求項１記載の方法。
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【請求項４】
　前記工程ｅにおいて、前記二次元投影画像内における前記管状組織の前記境界点の特定
が、自動的に行われ、特に、該管状組織を横切る断面に沿った画像値を考慮に入れること
により行われることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記二次元投影画像の取得と並行して、前記検査対象の周期的な動きを表す動き信号が
記録され、前記三次元画像が、同一の動き位相において取得された二次元投影画像から生
成されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　心電図または呼吸の動き信号が、動き信号として使用されることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項７】
　患者の冠状血管の撮像に使用されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　検査対象の三次元管状組織の、種々の異なる投影方向から取得された複数の二次元投影
画像から、該三次元管状組織を三次元モデリングするための装置であって、
　ａ）前記二次元投影画像から三次元画像を再構成するための再構成ユニットと、
　ｂ）前記管状組織内に位置する、前記三次元画像内の少なくとも１つの三次元中心線点
を選択するための選択手段と、
　ｃ）前記三次元画像内の、前記管状組織の他の三次元中心線点をセグメンテーションす
るためのセグメンテーションユニットと、
　ｄ）前記三次元画像内においてセグメンテーションされた前記三次元中心線点を、前記
二次元投影画像内へと順投影するための順投影ユニットと、
　ｅ）投影された前記三次元中心線点に基づいて、前記二次元投影画像内において、前記
管状組織の境界点を特定するための境界点特定ユニットと、
　ｆ）前記境界点を、前記二次元投影画像から前記三次元画像内へと逆投影するための逆
投影ユニットとを含むことを特徴とする装置。
【請求項９】
　当該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行された際に、該コンピュータが請
求項１記載の方法の各工程を実行するように、該コンピュータに命令を与えるコンピュー
タプログラム手段を有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査対象の三次元管状組織の、種々の異なる投影方向から取得された複数の
二次元投影画像から、その三次元管状組織を三次元モデリングするための方法に関するも
のである。本発明はさらに、対応の三次元モデリング装置、および上記の方法を実行する
ためのコンピュータプログラムにも関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　虚血性疾患を診断するためには、冠状動脈の精確な定量的分析が重要である。必要なユ
ーザー対話は、二次元投影画像内において血管組織の中心線が規定されるような、現行で
使用されている三次元モデリング方法の、１つの制約条件である。かかる方法の１つが、
たとえば、Ｃｈｅｎ　Ｓ．およびＣａｒｒｏｌｌ　Ｊ．、「３Ｄ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｉａｌ　Ｔｒｅａｔ　ｔｏ　ｏｐｔｉｍ
ｉｚｅ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｖｉｓｕａｌａｔｉｏｎ（血管造影による視覚化を
最適化するための冠状動脈治療の三次元再構成）」、ＩＥＥＥ医療用撮像（Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ）紀要、１９：３１８－３３６（２０００年）に記載されている。さ
らに、二次元投影画像から、三次元管状組織を三次元モデリングするための１つの方法が
、欧州特許出願第０２　０７７　２０３．４号（ＩＤ２０１８２３）にも記載されている
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。この欧州特許出願の場合には、いわゆるエピポーラ線を用いて、二次元投影画像から、
管状組織（たとえば冠状血管）の三次元モデルが取得される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　二次元投影画像内において組織が重なり合っているため、および投影画像内の情報が限
られているために、現行では、管状組織の中心線の自動セグメンテーションは可能とされ
ていない。さらに、現行では、二次元中心線は、各投影画像内において互いに独立に抽出
されなくてはならず、これにより、多くの複雑なユーザー対話が必要とされる。
【０００４】
　したがって、本発明の１つの目的は、現行よりかなり少ないユーザー対話で（したがっ
てほぼ自動的に）実行することができ、同時に高い精度が達成されるような、検査対象の
三次元管状組織を三次元モデリングするための改良された方法を規定することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、上記の目的は、
　ａ）二次元投影画像から三次元画像を再構成する工程と、
　ｂ）管状組織内に位置する、三次元画像内の少なくとも１つの三次元中心線点を選択す
る工程と、
　ｃ）三次元画像内の、管状組織の他の三次元中心線点をセグメンテーションする工程と
、
　ｄ）三次元画像内においてセグメンテーションされた三次元中心線点を、二次元投影画
像内へと順投影する工程と、
　ｅ）投影された三次元中心線点に基づいて、二次元投影画像内において、管状組織の境
界点を特定する工程と、
　ｆ）境界点を、二次元投影画像から三次元画像内へと逆投影する工程とを含む、請求項
１記載の方法によって達成される。
【０００６】
　上記の目的はまた、請求項８で規定されている対応の装置によっても達成される。また
、本発明に係る方法をコンピュータ上で実行するためのコンピュータプログラムが、請求
項１０において規定されている。さらに、本発明の有利な形態が、各従属請求項において
規定されている。
【０００７】
　本発明は、ボリューム再構成の基礎となる二次元投影画像（高解像度を有する）の、ボ
リューム再構成結果（低解像度を有する）の分析の組合せにより、三次元モデリングに必
要な情報を特定するという発想に基づいている。この場合、モデリングされる管状組織の
三次元中心線は、再構成されたボリュームデータのセグメンテーションによって特定され
る。管状組織の精確な境界点を取得するため、ボリュームデータ内で特定された三次元中
心線点は、その基礎となった二次元投影画像内へと順投影される。このことは、二次元投
影画像内において結果として得られる二次元中心線点同士の間の対応関係が、自動的に認
識されるという利点を有する。その後、それぞれの二次元投影画像内において、管状組織
の境界点が特定され、続いて、管状組織の境界点の三次元上の推定結果を得るため、それ
らの境界点が、三次元ボリューム内への逆投影によって再び組み合わされる。その後、こ
の情報が、管状組織の三次元モデルの生成に用いられる。
【０００８】
　既知の方法と比べて、本発明に係る方法は、ユーザー対話をほとんど必要としない。原
理上、本発明が必要とするのは、単に、他の三次元中心線点のセグメンテーションのため
の始点として、三次元画像内の三次元中心線点を１つのみ選択することだけである。さら
に、二次元投影画像内に投影された三次元中心線点同士の間の対応関係が、自動的に見出
されるので、複雑な登録処理（たとえば、欧州特許出願第０２　０７７　２０３．４号（
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ＩＤ２０１８２３）に記載されている方法の場合に用いるような、エピポーラ線を利用し
た登録処理）は、何ら必要とされない。このことは、本発明に係る方法はまた、従来と同
程度の高い精度を維持しながら、従来よりもかなり少ない計算工程を必要とするものであ
ることを意味する。
【０００９】
　本発明に係る方法は、使用される画像アーキテクチャに依存しないので、たとえば、二
次元投影画像を取得する際の投影幾何学（たとえば、検出器平面の位置およびＸ線管の焦
点）が分かっていれば、単平面型（ｍｏｎｏｐｌａｎａｒ）Ｘ線システムを用いて取得さ
れた二次元投影画像も、二平面型（ｂｉｐｌａｎａｒ）Ｘ線システムを用いて取得された
二次元投影画像も処理することができる。医療用撮像（とりわけ三次元回転血管造影）に
おける１つの可能な応用分野は、たとえば患者の心臓や冠状血管といったような、動きの
ある対象の二次元画像再構成の分野である。撮像に際しては、対象の周期的な動きを考慮
に入れなくてはならず、そのことが、本発明に係る方法の１つの好ましい形態において、
対応の動き信号が使用される理由である。この動き信号は、たとえば、心臓の収縮の動き
や患者の呼吸の動きを記録した信号である。すなわち、周期的な動きの個々の動き位相ま
たは時間を第４の次元として用いた、四次元データセットが記録および再構成される。
【００１０】
　本発明に係る方法は、好ましくは、患者の冠状血管の撮像に使用される。心臓の規則的
な収縮のため、冠状血管は、基本的に周期的な動きを経る。この動きが、好ましくは、二
次元投影画像の取得と同時に取得される心電図（したがって、個々の二次元投影画像を、
心臓の個々の動き位相に割り当てることを可能とする心電図）によって記録される。これ
に代えてまたはこれに加えて、たとえば患者の肺の検査といったような他の用途において
、二次元投影画像が取得されている間の患者の呼吸の動きを表す、呼吸の動き信号を記録
することも可能である。呼吸の動きも、上記と同様に基本的には周期的な動きであり、管
状組織の四次元画像データセットの再構成時において、より高い精度を達成するために、
考慮に入れ補償することが可能な動きである。これらの用途においては、たとえば心臓の
同一の動き位相内に存在する二次元投影画像は、高解像度を有する三次元画像を再構成す
るには不十分であるので、二次元投影画像から最初に再構成される三次元画像は、低解像
度を有するのが必然である。
【００１１】
　本発明に係る方法はまた、冠状血管以外の管状組織に対しても用いることができる。た
とえば、本発明に係る方法を、患者の腸や気管の四次元画像データセットを再構成するの
に用いることも可能である。さらに、本発明にかかる方法は、医療用撮像のみならず、原
理上、産業用の撮像にも用いることができる。
【００１２】
　本発明のさらに別の好ましい形態では、工程ｂにおいて、管状組織内の三次元中心線の
、１つの始点と１つの終点とが少なくとも選択される。また、多数の三次元中心線点を選
択することも可能である。ただし、そうすると、相応のより多くの回数のユーザー対話を
必要とすることになる。しかしながら、選択される三次元中心線点の数がより多くなると
、その次の工程で行われる他の三次元中心線点のセグメンテーションの速さと精度とが増
す。
【００１３】
　さらに別の形態では、二次元投影画像から最初に再構成される三次元画像は、低解像度
で構成され、その結果、より単純かつ高速の再構成が可能とされる。二次元データセット
からの三次元画像の再構成、たとえば、周期的な動きの中で同一の動き位相において取得
された複数の二次元投影画像からの三次元画像の再構成は、通常、低解像度でのみ可能で
ある。これは、同一の動き位相内に存在するデータは、高解像度を得るには不十分なため
である。しかしながら、本発明に係る方法では、管状組織の境界点の特定が、高解像度の
二次元投影画像内において行われるので、管状組織の三次元モデルの生成が可能とされる
。
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【００１４】
　本発明に係る方法のさらに別の有利な形態では、二次元投影画像内における管状組織の
境界点の特定が、自動的に、すなわちユーザー対話なしに行われる。この場合には、管状
組織を横切る断面に沿った画像値が考慮に入れられ、したがって、たとえば、二次元投影
画像内に投影された三次元中心線点を通る断面が設定されて、二次元投影画像内の管状組
織を横切るその断面内のグレー値のプロファイルが考慮される。管状組織の境界点におい
ては、画像値またはグレー値のプロファイルは極値を有するので、このグレー値のプロフ
ァイルを用いれば、管状組織の境界点を特定することができる。しかしながら、たとえば
、画像値またはグレー値のプロファイルの１次微分または２次微分の評価に基づく手法や
、当業者には知られているいわゆるスケールスペース法といった、他の可能な手法も知ら
れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面に示された実施形態の例を参照しながら、本発明をさらに説明する。しかし
ながら、本発明は、これらの例に限られるものではない。
【００１６】
　本発明に従う方法の本質をなす各ステップが、図１のフローチャートに示されている。
第１のステップ（ステップＳ１）において行われる、三次元画像（この例では低解像度を
有する三次元画像）の三次元再構成への入力として、少なくとも二次元投影データＤが流
れ込む。この二次元投影データＤは、たとえばＣＴスキャナやＣアームＸ線装置を用いて
、検査対象（たとえば患者の心臓）の種々の異なる観察角度から記録されたデータである
。二次元投影データの記録中における心臓の動きのため、二次元投影画像のうち、心臓の
同一の動き位相に属するものとして使用可能ないくつかの画像のみが、三次元ボリューム
の再構成に用いられ得る。これらの二次元投影画像をフィルタリングして取り出すため、
二次元投影データが記録されるのと同時に、ＥＣＧデータＥが記録される。その結果、使
用可能な二次元投影データの数は、当然ながら減らされる。それにより、三次元画像内に
混乱を生じさせるようなアーティファクトが現れるかもしれず、また、低解像度を有する
三次元画像の生成しか可能とされない。当然ながら、動きのない検査対象が考察対象であ
る場合には、ＥＣＧデータＥの記録（あるいは、より一般的には動き信号の記録）は省略
可能であり、原理上、記録されたすべての二次元投影データＤを、三次元再構成に使用す
ることができる。図２には、再構成された三次元画像Ｂに関して、１つのＭＩＰ画像（Ｍ
ＩＰ＝Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ；最大強度投影）が
象徴的に示されている。このＭＩＰ画像内には、モデリングされるべき管状組織Ｈ（具体
的には複数の血管）も見て取れる。
【００１７】
　再構成された（低解像度の）三次元画像の画像品質は、その三次元画像中の管状組織内
の三次元中心線の推定（たとえば、冠状血管が考察対象である場合における、血管内に位
置する三次元中心線の推定）には十分な品質であるが、かかる解像度は、管状組織Ｈの境
界領域における定量的分析のためには十分でない。そのため、少なくともセグメンテーシ
ョンのための１つの始点および／または終点Ｍ０の選択をユーザーが行った（ステップＳ
２）後、まずステップＳ３において、三次元画像内における三次元中心線点のセグメンテ
ーションが行われる。この目的のため、たとえば、Ｙｏｕｎｇ　Ｓ．、Ｐｅｋａｒ　Ｖ．
、Ｗｅｓｓｅ　Ｊ．による「Ｖｅｓｓｅｌ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｖｉｓ
ｕａｌｉｓａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＭＲＡ　ｗｉｔｈ　Ｂｌｏｏｄ　Ｐｏｏｌ　Ｃｏｎｔｒａ
ｓｔ　Ａｇｅｎｔｓ（血管内貯留型造影剤を用いたＭＲＡの視覚化のための血管セグメン
テーション）」、ＭＩＣＣＡＩ　２００１、ユトレヒト、オランダ、第４９１－４９８頁
に記載されているような、円柱モデルに基づく「伝播速度応答関数」と組み合わせられた
、いわゆる「前線伝播法（ｆｒｏｎｔ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ）」に基
づくセグメンテーションが用いられてもよい。また、この目的のために他の三次元中心線
セグメンテーション方法を用いてもよく、たとえば、Ｏ．Ｗｉｎｋ、Ｗ．Ｊ．Ｎｉｅｓｓ
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ｅｎ、Ｍ．Ａ．Ｖｉｅｒｇｅｖｅｒによる「Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｃｏｓｔ　Ｐａｔｈ　Ｄｅ
ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｈｅｕｒｉｓｔｉｃ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ（単純ヒューリスティック関数を用いた最小コストパス特定）」、パターン認
識国際会議予稿集－４、第１０１０－１０１３頁、バルセロナ、２０００年９月、または
、Ｏ．Ｗｉｎｋ、Ｗ．Ｊ．Ｎｉｅｓｓｅｎ、Ｍ．Ａ．Ｖｉｅｒｇｅｖｅｒによる「Ｆａｓ
ｔ　Ｄｅｌｉｎｅａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｖｅｓｓｅ
ｌｓ　ｉｎ　３Ｄ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｅｓ（三次元血管造影画像内に
おける血管の高速描写および視覚化）」、ＩＥＥＥ医療用撮像（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａ
ｇｉｎｇ）紀要、第１９巻、第４号、第３３７－３４６頁、２０００年４月に記載されて
いるような方法を用いてもよい。三次元画像内に含まれる血管について取得された三次元
中心線点Ｍの例が、図２に示されている。
【００１８】
　次のステップ（ステップＳ４）では、図２に例として２つの二次元投影画像Ｄ１’およ
びＤ２’が示されているように、取得された三次元中心線点Ｍが、三次元画像の再構成に
最初に用いられた二次元投影画像Ｄ内へと順投影される。投影後の三次元中心線点Ｚ１、
Ｚ２も、図２に示されている。これらの中心線点Ｚ１、Ｚ２は、同一の三次元ボリューム
から投影されたものであり、かつ、それぞれの二次元投影画像の取得に用いられた投影幾
何学は分かっているので、個々の二次元投影画像Ｄ１’とＤ２’との間における、個々の
三次元中心線点Ｚ１とＺ２との間の対応関係は、自動的に見出される。したがって、たと
えば複雑な登録処理（この登録処理の目的のため、既知の方法は、たとえばいわゆるエピ
ポーラ線法を用いる）によって、それらの対応関係を個別に生成するステップは、もはや
必要でなくなる。
【００１９】
　続いて、中心線点Ｚ１、Ｚ２に基づいて、各二次元投影画像Ｄ１’、Ｄ２’内において
、血管Ｈの境界点が特定される（ステップＳ５）。このことは、たとえば、二次元投影画
像内におけるグレー値プロファイルを用いることによって達成され得る。これは、グレー
値プロファイルは、通常、血管の境界において極値を有するためである。このステップの
これ以上の詳細は、図２には示されていない。
【００２０】
　個々の二次元投影画像Ｄ１’内において見出された境界点は、その後、三次元画像内へ
と逆投影される（ステップＳ６）。ここでも、二次元投影画像Ｄ１’およびＤ２’内にお
ける三次元中心線点Ｚ１とＺ２との間の対応関係が分かっているため、互いに関連を有す
る境界点同士の、すでに分かっている対応関係が利用される。こうして、最終的に、図２
に示すような血管系の三次元モデルＲを、モデリングすることができる（ステップＳ７）
。
【００２１】
　本発明によれば、上記のようにして、管状組織の三次元モデルを、完全に自動的に生成
することが可能であり、また、高解像度の二次元投影画像を用いて管状組織の境界点を特
定するため、その生成された三次元モデルは高い精度を有する。究極の場合においては、
ユーザーは、三次元ボリューム内の三次元中心線点をセグメンテーションするための、た
だ１つの始点を選択するだけでよい。適切な場合においては、この選択動作さえも完全に
自動化されてもよい。したがって、本発明にかかる方法は、従来と同程度の精度を維持し
ながら、従来よりもかなり低い計算上の複雑さを有し、かつ従来よりもかなり少ないユー
ザー対話を必要とするものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に従う方法のフローチャート
【図２】本発明に従う方法の本質をなす各ステップを図解した図
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